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等）を雇用している企業が存する他、参加企業と平成２７年７月、ミッション派

遣をきっかけに訪問先のハノイ土木大学との間で覚書が締結されている。当該覚

書きは、同大学の技術系学生に対して、自社を始めとする日系建設企業への就職

を支援するため、日本語や高度建設技術に関する研修を実施し、就職先を仲介す

るもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 中堅・中小建設企業の海外進出支援の概要 
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６．ソフトインフラの展開と人材育成 

 

制度や基準、技術・運用ノウハウ等の「ソフトインフラ」は、ハード整備と一体的

に展開することで、競合国との差別化を図り、我が国産業の発展やインフラの海外展

開に資するとともに、我が国企業の事業環境を改善する重要な要素となっている。 

これらの取組は、（１）我が国の規格や施策等を国際的にスタンダードなものとす

る「国際標準の獲得」、（２）相手国の必要とする法整備など制度面を支援する「制

度整備支援」、（３）技術者や技能者層を支援し持続的なインフラ運営・維持に貢献

する「人材育成」に大別される。 

 

（１）国際標準の獲得 

 

グローバル化と技術革新が飛躍的に進む中、新製品や技術の開発による新たな

世界市場の獲得競争が激しくなっている。我が国企業の国際競争力の強化の観点

から、我が国が強みを持つ技術に基づく国際標準やデファクトスタンダードを戦

略的に獲得していくことがますます重要となっている。 

国土交通省では、我が国規格等の国際標準化に向け、国際機関の専門委員会に

おける日本人議長の就任推薦や、各専門委員会委員会の日本開催など、国際規格

等の制定に向けた議論を主導している。また、デファクトスタンダード化に向け、

我が国技術やシステムの先駆的導入や、国際会議を通じた情報発信を行っている。 

 

＜取組例＞ 

○国際規格協会（ISO）に関する各専門委員会への参加 

※下線部：日本人が議長又は日本が幹事国 

・設計施工技術の規格制定 

・水の再利用に関する専門委員会（ISO/TC282） 

・汚泥の回収、再生利用、処理及び廃棄に関する専門委員会（ISO/TC275） 

・高度道路交通システム（ITS）に関する専門委員会（ISO/TC204） 

・鉄道分野専門委員会（IEC/TC9、ISO/TC269） 

・地理情報に関する専門委員会（ISO/TC211） 

○国際海事機関（IMO）における船舶の安全・環境基準(天然ガス燃料(LNG)船の安

全基準及びエネルギー効率設計指標(EEDI)の規制等)に関する議論を主導 

○国連自動車基準調和世界フォーラム（WP29）傘下の自動運転分科会及び国際的 

な車両型式認証の相互認証制度（IWVTA）専門家会議等における議論を主導 

○ミャンマーへの港湾 EDI システムの導入 

○ASEAN 広域道路網の技術基準に関する共同研究を開始 
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＜国連 WP29 における自動車基準の国際調和＞ 

○安全で環境性能の高い自動車を容易に普及させる観点から、自動車の安全基準を国

際的に調和することや、政府による自動車の認証の国際的な相互認証を推進すること

を目的として国連 WP29 において議論が進められ、我が国としても積極的に参加してい

る。2015 年 6 月にスイス・ジュネーブで開催された第 166 回会合においては、自動運

転がテーマの一つとなった。 

○自動運転は、交通事故の大幅な削減、渋滞の緩和、高齢者等の移動支援などの効果

が期待されている。国際的にも様々な議論がなされている自動車の自動運転技術につ

いて、自動車の安全・環境に関する国際基準を策定する唯一の場である WP29 では、そ

の傘下に「自動運転分科会」を設置し検討を進めている。同分科会では、日本が英国

とともに共同議長を務め、その議論を主導している。安全・環境性に優れた自動車の

普及を促進し、日本の自動車メーカーが国際的に活躍できる環境の整備に貢献してい

る。 

 

 

＜耐震建築分野における標準化＞ 

○ISO3010 Basis for designs of structures –seismic actions on structures（構

造物への地震作用と耐震設計についての基本的考え方)を審議する TC98 WG 主査は代々

日本が担当し、規格案を作成するとともに、議論をリードしている。日本で技術開発

が進み、広く採用されている免震構造などの「応答制御システム」について、附属書

に盛り込み、その設計にあたっての基本的考え方を記載した。 

 

 

 

 

  

国際連合

安全一般

(GRSG)

衝突安全

(GRSP)

排出ガスと
エネルギー
(GRPE)

騒音

(GRB)

灯火器

(GRE)

自動車基準調和世界フォーラム(WP29)

国連欧州経済委員会（UN-ECE)

自動運転
分科会

自動操舵専門家会議

ブレーキと
走行装置
(GRRF)

＜津波避難建物・知事庁舎＞ 

（インドネシア西スマトラ州パダン市） 

建物概要：RC 造 4 階建て 

免震構造概要： 

天然ゴムアイソレータ    35 台 

鉛入り積層ゴムアイソレータ 18 台 日本の免震装置が海外で採用された事例 
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（２）相手国に対する制度整備支援 

 

新興国においては、プロジェクトを実施するための制度が十分に整っていなか

ったり、制度はあるもののその実効性が担保されていなかったりすることが多い。

そのため、国土交通省では、これまでインフラ整備で培った経験を活かし、相手

国の制度整備支援を行っている。 

JICA の専門家派遣については、専門家を開発途上国に派遣して、その国の実情

に即した技術移転や提言を行うもので、相手国の制度づくりに大きく貢献するも

のである。国土交通省からは、主に制度整備支援を行う専門家を表 9 のとおり派

遣している。 

表 9 制度整備支援に関わる長期専門家の例（2015 年度） 

No. 地域 派遣国 部門 案件 

1 アジア インドネシア共和国 河川 水資源政策アドバイザー 

2 アジア インドネシア共和国 下水 下水管理アドバイザー（有償勘定技術支援） 

3 アジア インドネシア共和国 河川 総合防災政策アドバイザー 

4 アジア インドネシア共和国 港湾 港湾開発政策アドバイザー 

5 アジア インドネシア共和国 鉄道 ジャカルタ MRT 事業アドバイザー 

6 アジア インドネシア共和国 航空 空港開発計画アドバイザー 

7 アジア キルギス共和国 道路 道路行政アドバイザー（広域） 

8 アジア バングラデシュ人民共和国 河川 統合的水資源管理アドバイザー 

9 アジア バングラデシュ人民共和国 道路 道路橋梁維持管理アドバイザー 

10 アジア ベトナム社会主義共和国 下水 下水道政策アドバイザー 

11 アジア ベトナム社会主義共和国 都市 都市計画アドバイザー 

12 アジア ミャンマー連邦共和国 道路 都市交通政策アドバイザー 

13 アジア ミャンマー連邦共和国 住宅 住宅政策アドバイザー 

14 アジア ミャンマー連邦共和国 港湾 運輸交通政策アドバイザー 

15 アジア カンボジア王国 港湾 運輸政策アドバイザー 

16 アジア 東ティモール民主共和国 道路 道路政策アドバイザー 

17 アジア フィリピン共和国 海事 船舶安全政策・造船産業近代化 
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＜ベトナム/インフラ工事品質確保能力向上プロジェクト＞ 

○ベトナムでは、建設現場における事故が続出しており（交通分野のみにおける建設

中の労災が過去 3年で 1540 件発生し、92 名の死者、1592 名の負傷者を出した）、早

急な対策が求められている。ベトナム政府からの要請を受け、2010 年 10 月～2013 年

12 月まで、国土交通省から推薦した専門家がベトナムへ派遣され、１）建設事業管理、

建設品質確保の能力強化、２）事業管理及び品質管理の技術開発、３）プロジェクト

成果の普及、トレーニングの提供を行った。 

○この活動の成果として、プロジェクト管理手法を改良するとともに、関係者間（事

業主体、工事発注者、施工管理技術者及び建設業者）の責務権限区分の見直しを行う

等、建設工事に関わる品質管理制度を改良し、一部の内容はベトナム国の法令に反映

された。また、作成した。 

「労働安全マニュアル」「建設工事ニアミス事例集」が、工事仕様書において当該マ

ニュアルに準ずる旨記載されている事例が確認されている。 

○建設工事における品質・安全管理に引き続き、2015 年 4 月より、入札・契約締結か

ら支払に至るまでの一連の契約事務手続積算に対象を拡大した「建設事業における積

算管理、契約管理及び品質・安全管理能力向上プロジェクト」を開始した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 当該プロジェクトと関連して両政府及び JICA が開催した 

「日ベトナム事業監理・建設プロジェクトセミナー」の様子（2011 年 3 月） 

 

また、建設業・不動産業に関連する制度が十分に整備されていないことも多い

ため、当該国における効率的なインフラ整備等に貢献するとともに、我が国建設・

不動産企業の現地における事業環境を改善する観点から、表 10 のとおり、建設・

不動産分野の制度整備・普及を支援するための施策を実施している。カンボジア

においては、相手国が作成した建設法草案に対してアドバイスを行うなどの支援

を行った。 
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表 10 建設・不動産分野の制度整備・普及支援策 

国 セミナー テーマ 

ベトナム 2014 年 2 月  

第 1 回 土地・不動産法制度セミナー 

不動産鑑定評価制度、土地収用

制度 

2014 年 10 月 

第 2回 土地・不動産法制度セミナー 

公共用地取得制度、土地評価

(不動産鑑定)に係る実務 

ミャンマー 2015 年 1 月 

建設業関連制度セミナー 

建設業許可制度、公共工事入札

参加資格制度、公共工事関係保

証制度、公共用地取得制度 

カンボジア 2015 年 6 月 

建設業関連制度セミナー 

建設業許可制度、建設業技術者

制度 

カンボジア 2015 年 11 月 

建設法草案に係る意見交換 

建設業許可制度、建設業におけ

る技術者制度 

ラオス 2015 年 11 月 

建設業関連制度に係る意見交換会 

建設業法等建設関連制度の変

遷、公共事業入札契約制度 

 

（３）人材育成 

 

国土交通省では、相手国においてインフラの整備・運営・維持管理を担う技術

者・技能者層の育成を支援している。インフラシステム海外展開にあたっては、

現地の技術者の手によって、インフラ完成後も施設を運用し続けられることが必

要不可欠であるため、人材育成が重要となってくる。 

 

＜取組例＞ 

・ミャンマー鉄道安全性・サービス向上プロジェクト（JICA への協力） 

・港湾運営や港湾行政等に関する研修（JICA 等への協力） 

・ASEAN 気象レーダーワークショップの開催 

・下水道推進工法に関するセミナーの開催 

・技能実習制度等を活用した建設人材育成 
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＜ミャンマー・鉄道安全性・サービス向上プロジェクト＞ 

○ミャンマーの鉄道事業については、1988 年以降、鉄道路線の新設が進み、今後も

延伸が計画されているものの、未整備な実施体制や技術マニュアルの不足に直面し

ている。鉄道設備の維持管理・更新は適切に行われておらず、老朽化も著しいこと

から、脱線や衝突などの事故が度々発生し、安全性が著しく低下している。 

○ミャンマー第 5 次五カ年計画（2011-2012～2015-2016）では、鉄道分野に関して

相当規模でのインフラ投資を計画しており、既存軌道の維持管理、車両の補修・維

持管理に加え、路線の新設も各年毎に計画されている。そこで、ミャンマーが国家

の発展にとって重要と捉えている鉄道セクターの安全性・サービス（運行車両が揺

れない等）の向上のため、JICA 研修を活用し、2013 年 5 月～2016 年 3 月において、

運営改善計画策定支援及び線路破断等が著しい箇所の保線措置の技術指導を行って

いる。 

○具体的には、ヤンゴン＝バゴー間（約 70km）の内、約 20km をパイロット区間と

して選定し、現場実習や保線実務担当者の本邦研修等を行っている。これらの活動

により、保線に係る技術指導を行うとともに、安全性・サービス向上に資する改善

課題を整理することを通じた技術能力向上を支援した。 

 

  

対象区間        バラスト突き固めによる保守作業 

（ヤンゴン＝バゴー間） 

 

  

ヤンゴン周辺の路線図 

 

Thilawa 

Dagon University 

Hlehlawinn 

Mahlwagon 

Mingaladon Danyingon 

Insein 

Kamayut 

Kemmendine 

ヤンゴン 

バゴー 

Hantharwady Airport 

パイロット区間 

（ﾔﾝｺﾞﾝ-ﾊﾞｺﾞｰ間の

ずれか 20 ㎞）

パイロット
区間
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＜下水道推進工法に関するセミナーの開催＞ 

ベトナムの都市部では、交通渋滞が著しいため、地面を切り開かずに下水管を敷設

する「下水道推進工法」が有効である。ベトナムにおいて本工法を普及させるため、

継続的にセミナーを開催し有効性を説明するとともに、2012 年及び 2015 年には、公的

機関等のエンジニアを我が国に招き、推進機及び推進管の工場見学や現場視察等によ

り理解醸成を図った。 

推進工法の普及に関するセミナー       本邦研修 

 （2014 年 3 月ベトナム・ハノイ）     （2012 年 2 月） 
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７．評価 

 

国土交通省が実施しているインフラシステム海外展開に係る施策は、トップセール

スや国際会議の機会等を活用した情報発信、管理・運営等に進出する企業の事業リス

クを軽減することを目的とする株式会社海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）の

設立・活用、日本の制度の新興国への普及や国際基準化、日本が強みを持つ技術や運

用ノウハウの展開等を通じ、日本企業の海外展開を後押しするものである。 

本項では、国土交通省が実施しているインフラシステム海外展開に係る各施策につ

いて評価する。なお、国土交通省のインフラシステム海外展開施策の認知度及び評価

について、2015 年 8 月、我が国のインフラ関連企業 178 社にアンケート調査を行って

おり、この結果も踏まえて評価する。 

  

図 19 国土交通省のインフラシステム海外展開施策に対する日本企業の認知度 

（出典：国土交通省調べ） 
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（１）川上からの参画・情報発信 

 

① トップセールス 

国土交通省政務によるトップセールス件数は、年々増加傾向にあり、近

年では英国都市間高速鉄道プロジェクト（IEP）や、タイ都市鉄道「パープ

ルライン」といったトップセールスが受注に結び付いた実績がある。 

企業アンケート結果では、トップセールスに対する日本企業の認知度は

94.3％である。また、図 20-1 のとおり、本施策を知っている企業のうち約

9割が「評価できる（大変評価できる、やや評価できる）」と回答している。 

一方で、企業アンケートの「国土交通省のインフラ海外展開にかかる強

化すべき施策」の質問項目において、強化すべきとして最も多く挙げられて

いた施策もトップセールスであった。また、「トップセールスの頻度をもっ

と上げ、トップセールスの際は、民間企業も連れていってほしい」との意見

も見られることから、今後もトップセールスを積極的に実施し、官民連携に

よる案件受注に力を入れていくことが求められる。 

 

 

図 20-1 トップセールス（出典：国土交通省調べ） 

 

② 案件形成等の推進 

案件形成推進に向けた取組である官民連携協議会は、各分野の企業等関

係者が一同に会し、オールジャパンでの連携を強化する上で有意義な取組

である。 

企業アンケート結果では、海外 PPP 協議会の開催に対する日本企業の認

知度は 93.3％である。また、図 20-2 のとおり、本施策を知っている企業

のうち 8割以上が「評価できる（大変評価できる、やや評価できる）」と回

答している。 

関係者が一同に集まる母体の大きさ故に、情報共有以上の付加価値を見

出すことが難しいとの意見もあり、協議会での連携を踏まえ、いかに具体

的な案件形成に発展させるかも今後の課題であるが、海外 PPP 案件に対す

る官民一体の対応体制を強化すべく、現地国への官民ミッション派遣の検

討を含め、官民連携協議会を定期的に開催していくことが求められる。 

63%25%

12%
1%

大変評価できる

やや評価できる

どちらとも言えない

あまり評価できない

全く評価できない
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図 20-2 海外 PPP 協議会の開催（出典：国土交通省調べ） 

 

③ 情報発信 

国土交通省の情報発信に関する取組として、国際会議の機会を活用した

テクニカルツアー、在京各国大使館向けシティ・ツアー、各国・国際機関と

連携したセミナー、在京各国大使との意見交換会等を実施している。特に「質

の高いインフラパートナーシップ」に資する取組として、「質の高いインフ

ラ投資」の理解促進に力を入れており、実際にこれを目的とする官民インフ

ラ会議は、中央アジアやアフリカの複数国で実施し、日本側参加企業数は回

を増す毎に概ね増えている。 

企業アンケート結果では、相手国要人に対する情報発信の認知度は

83.7％である。また、図 20-3 のとおり、本施策を知っている企業のうち 8

割以上が「評価できる（大変評価できる、やや評価できる）」と回答してい

る。 

本施策の実施に当たっては、情報発信に留まることなく、実際の企業進

出や課題解決につなげていくことが肝要である。始めて間もない取組も多く、

具体的な案件受注等の目に見える成果は今後出てくることが期待されるが、

例えば本年夏にはアフリカ開発会議（TICADⅥ）開催が予定され、アフリカ

開発が加速化することも見込まれる中での「質の高いインフラ投資」の理解

の促進を始め、今後とも、現地国での所要イベントの開催を含む情報発信に

取り組んでいくことが求められる。 

 

 

図 20-3 相手国要人への情報発信（出典：国土交通省調べ） 

38%
46%

12%
3%

大変評価できる

やや評価できる

どちらとも言えない

あまり評価できない

全く評価できない

44%
39%

17%

1%
大変評価できる

やや評価できる

どちらとも言えない

あまり評価できない

全く評価できない
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（２）ビジネスリスク軽減 

 

① 株式会社海外交通・都市開発支援機構（JOIN） 

株式会社海外交通・都市開発支援機構（JOIN）は、2014 年 10 月の設立後、

同年 10 月に第 1 号案件として国土交通大臣の認可を受けたベトナム港湾タ

ーミナル整備・運営事業を皮切りに、米国テキサス州高速鉄道事業（同年

11 月）、ブラジル都市鉄道事業（同年 12 月）と、これまで 3 件のプロジェ

クトに対する支援を決定し、着実に実績を積み重ねている。 

企業アンケート結果では、JOIN の設立に対する日本企業の認知度は

69.1％である。また、図 20-4 のとおり、本施策を知っている企業のうち約

8割が「評価できる（大変評価できる、やや評価できる）」と回答している。 

今後も、インフラシステム海外展開促進のためのツールとしての JOIN の

一層の認知度向上に努めつつ、JOIN を活用し、海外インフラ市場への我が

国事業者のより積極的な参入促進に力を入れていくことが求められる。 

 

図 20-4 JOIN の設立（出典：国土交通省調べ） 

 

② ビジネストラブルの解決支援 

ビジネストラブル解決のための取組として海外建設ホットラインを開設

しているが、企業からの相談を受け付ける窓口機能のみならず、必要に応じ

てトップクレーム等の発展的取組につなげていくプラットフォームとして

の重要な役割を担っている。現在までの相談受理件数は 72 件で、2009 年 5

月の運用開始から件数は年々増加している。 

企業アンケート結果では、ビジネストラブルの解決支援に対する日本企

業の認知度は 57.3％である。また、図 20-5 のとおり本施策を知っている企

業のうち約 6 割が「評価できる（大変評価できる、やや評価できる）」と回

答している。 

トラブル対応はリスクの高い海外市場で事業を展開するインフラ関連企

業にとって欠かすことの出来ない要であり、リスク軽減に関する国への期待

も大きい。こうした中で、ビジネストラブル解決のための取組は、更なる潜

在的な活用需要も存在すると考えられる。海外建設ホットラインは、国際統

括官組織設置前からの取組として長年取り組んできた施策であり、企業の更

なる活用を促していくことが求められる。 

44%
32%

22%
大変評価できる

やや評価できる

どちらとも言えない

あまり評価できない

全く評価できない
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図 20-5 ビジネストラブルの解決支援（出典：国土交通省調べ） 

  

28%
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大変評価できる

やや評価できる

どちらとも言えない

あまり評価できない
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（３）ソフトインフラの展開 

 

① 国際標準の獲得 

国土交通省では、各分野で国際展開を目指す本邦企業が高い競争性を発

揮できる市場を形成するために、国際標準化に関する専門委員会に積極的に

参画し、国際規格等の策定に向けた議論を主導している。 

企業アンケート結果では、国際標準の獲得を含む国際ルール形成に向け

た取組に対する日本企業の認知度は 61.2％である。また、図 20-6 のとおり、

本施策を知っている企業のうち約 7割が「評価できる（大変評価できる、や

や評価できる）」と回答している。 

各国との合意形成過程の上に成立する国際標準化の取組においては、中

長期的な議論への参画が求められるが、我が国基準の国際標準化を求める企

業の声もある中、今後も着実に取り組んでいくことが求められる。 

 

図 20-6 国際ルール形成（出典：国土交通省調べ） 

 

② 相手国に対する制度整備支援 

国土交通省では、これまでインフラ整備で培った経験を活かし、専門家

派遣やセミナー開催等により、相手国の制度整備支援を行っている。相手国

の発展のための国際協力としての側面のみならず、我が国インフラ関連企業

が事業展開する上で、法制度等のビジネス環境整備を行うことは、企業のリ

スク軽減の観点からも極めて重要である。 

企業アンケート結果では、制度整備支援に対する認知度は 41.6％である。

また、図 20-7 のとおり、本施策を知っている企業のうち約 7 割が「評価で

きる（大変評価できる、やや評価できる）」と回答している。 

国土交通省では、現在取り組んでいる制度整備支援を今後も継続すると

ともに、その認知度向や、企業ニーズに応じ、他の国・地域への水平展開も

検討していくことが求められる。 

30%

37%

27％

3%
大変評価できる

やや評価できる

どちらとも言えない

あまり評価できない

全く評価できない
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図 20-7 相手国の制度整備支援（出典：国土交通省調べ） 
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大変評価できる

やや評価できる

どちらとも言えない
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（４）総括 

 

国土交通省では、上述のとおり「インフラシステム輸出戦略」に基づき、国土

交通分野におけるインフラシステム海外展開を強力に推進するための様々な施策

を実施している。国土交通省の所掌分野は多岐に及ぶ中、特に国際統括官の設置

後、分野横断的な案件について戦略的に取り組む体制が構築されたことで、トッ

プセールスを始め、国土交通省の総力を挙げてインフラシステム海外展開に取り

組んできたところである。 

企業アンケートの結果においても、国土交通省としてのインフラシステム海外

展開施策全般について、「評価できる（大変評価できる、やや評価できる）」と回

答した企業は約 9 割を占め、高い評価を得ている（図 20-8 参照）。また、国際統

括官が設置されてからの施策の評価について、約 8 割が「評価できるようになっ

た（大変評価できるようになった、やや評価できるようになった）」と回答してお

り、国土交通省のインフラシステム海外展開施策は 5 年前と比べて評価を得てい

ると言えよう（図 20-9 参照）。 

一方で、近年、海外のインフラ市場での案件獲得に向けた競合国との競争が一

層熾烈化してきており、我が国政府として、具体的成果に結びつく更なる戦略的

取組が求められている。特に新興国においては、過当な価格競争に陥りがちな場

面も散見される中、我が国の強みである「質の高さ」が受け入れられる環境を整

え、我が国企業が新興国市場に切り込んでいくためのサポートが不可欠である。

こうした背景を踏まえ、今後は、国土交通省として、戦略性を持って取り組むべ

きプロジェクトの重点化や施策の更なる充実を図ることで、インフラシステム海

外展開をより一層推進していくことが求められる。 

 

 

図 20-8 国土交通省のインフラシステム海外展開施策全般の評価 

（出典：国土交通省調べ） 
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図 20-9 5 年前と比較した現在の施策の評価 

（出典：国土交通省調べ） 

 

  

10%

50%
31%

8%
1%

5年前も今も評価できる

大変評価できるようになった

やや評価できるようになった

どちらとも言えない

あまり評価できなくなった
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第５章 国際連携と情報発信 

１．経済連携協定等の状況 

 

（１）主な経済連携の取組概要 

 

① 世界貿易機関（WTO） 

サービス分野の一層の貿易自由化を目的とした日本を含む有志国・地域

による新サービス貿易協定（TiSA）の策定に向けた議論が行われており、2013

年 6 月から交渉を開始され、国土交通分野に関わる交渉に積極的に参加して

いる。 

 

② 環太平洋パートナーシップ協定（TPP） 

我が国は、2013年 7月からTPP交渉に参加した。交渉参加12か国のうち、

米国に次ぐ規模の GDP を有する主要国として、その後 2年 3か月に及ぶ交渉

において議論を主導し、2015 年 10 月、米国・アトランタで開かれた交渉会

合において、TPP 交渉は大筋合意に至った。 

TPP において国土交通省に関連の深い分野としては、自動車安全・環境基

準、政府調達、サービス貿易・投資、国有企業が挙げられる。また、これら

の分野に限らず、例えば、鉄道や航空機の部品等に係る関税の撤廃による調

達コストの削減や、日本国内への投資や人の流れが活発化することによるイ

ンバウンド観光の促進等、国土交通省所管分野へのより広範な効果も期待さ

れる。 

2015 年 11 月には、TPP の効果を我が国の経済成長、地方創生に直結させ

るための政策を盛り込んだ「総合的な TPP 関連政策大綱」がとりまとめられ

た。国土交通省関連では、インフラシステムの輸出促進、観光プロモーショ

ンを通じた和食文化・食品の海外展開促進、「食」と「農」を巡る訪日旅行

促進による農林水産物の海外展開促進、国際標準化の推進が主な政策として

大綱に掲げられている。 

インフラシステムの輸出促進については、マレーシア等の政府調達市場

への日本企業の参入促進が期待される中、インフラシステム海外展開に向け

て、官民が一体となったトップセールスや情報発信といった施策に取り組ん

でいく。観光関係については、日本の食や食文化といった日本各地の魅力を

テーマとしたプロモーションを実施し、訪日外国人の地方誘客・消費拡大及

び農水産物の海外展開を促進するとともに、広域観光周遊ルートの形成や地

域資源を活用した魅力ある観光地の創造を支援する。また、国際標準化につ

いては、国連の組織である「自動車基準調和世界フォーラム」に参加し、日

系メーカーの高い技術力にあわせた、自動車の安全・環境基準の国際調和を
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図っていく。 

 

 

   図 21 TPP の概要と国交省関連事項 

 

    

   図 22 TPP 政策大綱に盛り込まれた国土交通省関係施策 
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③ 日 EU・EPA 等の経済連携協定 

我が国は、アジア・太平洋地域、東アジア地域、欧州等との経済連携を

戦略的に推進しており、2015 年 12 月現在、15 の国・地域と経済連携協定（EPA

／FTA）を締結し、8 の国・地域と交渉中である。EPA／FTA を活用し、我が

国の運輸、建設業等の国際競争力の強化及び海外展開の推進の観点から、相

手国の外資規制の撤廃・緩和等を通じたサービス分野の自由化、相手国の政

府調達に関する参加機会の拡大に取り組んでいる。 

日 EU・EPA については、2013 年 4 月より交渉を開始し、2016 年 3 月現在

までに 15 回の交渉会合を実施した。2015 年 5 月の日 EU 定期首脳協議にお

いては「年内大筋合意」、同年 11 月の日 EU 首脳会談においては「引続き年

内の大筋合意実現に向け最大限努力し、仮に実現できなくとも、2016 年の

できるだけ早い時期に大筋合意」で一致したことを受け、当省を含む日本政

府全体で早期締結に向けた取り組みを加速している。 

日 EU・EPA において国土交通省に関連の深い分野としては、自動車安全

基準、政府調達などが挙げられる。 

EU は、民主主義、法の支配、基本的人権などの基本的価値を共有する、

我が国にとって重要なグローバルパートナーであるとともに、経済関係にお

いても世界の GDP の約 24％、総人口約 5 億人を擁する政治・経済統合体で

あり、我が国輸出入の約 10%を占める主要な貿易・投資相手のひとつである。

日 EU・EPA により、関税撤廃や投資ルールの整備等を通じた貿易投資が活発

化し、雇用創出、企業の競争力強化等を含む経済成長に資することとなり、

日本企業の欧州市場進出を促進することが期待される。また、グローバル経

済においても世界経済の安定的成長に貢献しつつ、グローバルな貿易・投資

ルール作りに寄与することが期待される。 
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（２）これまでの取組実績 

 

以下では、これまで主要分野の交渉において、国土交通省がどのような考え方

で交渉に取り組み、どのような合意を実現してきたか確認する。 

     

① 基本的な考え方（総論） 

国内市場への影響を考慮する観点での基本的な考え方は、既に WTO 協定

が結ばれている分野については、当該 WTO 協定の合意内容を目安とし、これ

に上乗せする際は、安全・安心、国内秩序への影響等を考慮して対処すると

いうものである。一方、EPA 交渉にあたっては、相手国における高いレベル

の自由化を目指すことも重要である。国土交通省では、主に我が国企業の相

手国における事業環境を改善し、海外展開を促進する観点から、「攻め」の

交渉にも取り組んでいる。 

 

② 政府調達分野 

公共事業の発注に関するルールを定める政府調達分野については、WTO 政

府調達協定（GPA）が結ばれている。同協定では、日本を含む締約国は、一

定の金額以上の調達を行う際は、一般競争入札によることが義務付けられて

おり、これまでの EPA 交渉においても、日本は GPA での約束内容をベースに

議論を進めてきた。この結果、政府調達章を持つこれまでの EPA において、

日本はほぼ同水準の約束を行っている（表 11 参照）。また、TPP において

は、日本にとって、政府調達は「攻め」の分野としての側面も有する。GPA

の締約国ではないマレーシア、ベトナム、ブルネイが、政府調達分野におい

て新たに国際約束に服することとなり、内外無差別な条件の下での一般競争

入札が義務付けられるほか、これまで日本との間で EPA を結んでいる豪州、

チリ、ペルー等についても、TPP により約束内容が広がるためである。大型

公共事業に参画する日系建設企業など国土交通省関連企業の海外展開促進

につながることが期待される。 

 

③ サービス貿易分野 

国境を越えるサービスの提供に関するルールを定めるサービス貿易分野

については、WTO 協定の一部である「サービスの貿易に関する一般協定（GATS）」

が結ばれている。同協定では、政府の権限の行使として提供されるサービス

（国営独占の場合の電力、水道事業等）以外の全ての分野におけるサービス

について、各国が内国民待遇、市場アクセス等の自由化約束を行っている。

また、二国間 EPA においては、GATS に比べより深掘りした約束を追求して

きた。国土交通省関連では、例えば、日・フィリピン EPA では、フィリピン

の海運代理店業及び海運フォワーダー業について、外資比率 100%の企業の
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参入を確実に認めること及び、今後外資規制強化を行わないことを確認した

ほか、日・タイ EPA では、タイのホテル事業に係る外資規制の緩和等が追加

的に約束された。 

 

④ 自動車分野 

TPP 交渉においては、日米間での自動車の安全・環境基準の取扱いが論点の一つ

であったが、我が国は国内の安全・環境基準を引き下げることなく、日米間で国

際基準への調和に向けて協力することで合意した。これまで自動車安全・環境基

準の国際標準化を通じて、自動車分野での国際競争力強化を目指してきた我が国

が、巨大市場を有する米国を巻き込むことで、レベルの高い国際標準化を推進す

るための大きな一歩であると評価できる。 
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表 11 TPP 参加各国の TPP、GPA 及び我が国との EPA における基準額 

（単位：万ＳＤＲ） 中央政府の機関 地方政府の機関 その他機関 

物 品 及 び

そ の 他 の

サービス 

建設 物 品 及 び

そ の 他 の

サービス 

建設 物 品 及 び

そ の 他 の

サービス 

建設 

日本 ＴＰＰ 10 ** 450 20 ** 1500 13 ** 450/1500 

ＧＰＡ 10 ** 450 20 ** 1500 13 ** 450/1500 

チリ ＴＰＰ 9.5 500 20 500 22 500 

ＥＰＡ 10 500 20 1000 30 1000 

ペルー ＴＰＰ 9.5 500 20 500 16 500 

ＥＰＡ 13 ** 500 20 ** 1500 16 ** 1500 

豪州 ＴＰＰ 13 500 35.5 500 40 500 

ＥＰＡ 13 500 35.5 500 45 500 

米国 ＴＰＰ 13 500 - - 16 *** 500 

ＧＰＡ 13 500 35.5 500 16 *** 500 

カナダ ＴＰＰ 13 500 35.5 500 35.5 500 

ＧＰＡ 13 500 35.5 500 35.5 500 

ＮＺ ＴＰＰ 13 500 - - 40 500 

ＧＰＡ 13 500 20 500 40 500 

シンガポール ＴＰＰ 13 500 N.A. N.A. 40 500 

ＥＰＡ 10 - N.A. N.A. 10 - 

ＧＰＡ 13 500 N.A. N.A. 40 500 

ブルネイ ＴＰＰ 13 * 500 N.A. N.A. 13 * 500 

ベトナム ＴＰＰ 13 * 850 * - - 200 * 1500 * 

マレーシア ＴＰＰ 13 * 1400 

* 

- - 15 * 1400 * 

メキシコ 

**** 

ＴＰＰ

／ＥＰ

Ａ 

5.3 689.

1 

- - 25.8 826.1 

*    経過期間が終了した後の最終的な基準額 

**   一部のサービスについて高い基準額を設定 

*** 25 万米ドルの換算額 

**** メキシコの基準額は、2014 年 2 月 17 日時点の推計値 

赤字 TPP 協定において基準額が引き下げられた部分 
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２．国土交通省と国際機関・会議 

（１）国土交通省関連の主な国際機関・会議 

 

国土交通省関連の主な国際機関を表 12 に国際会議を表 13 に示す。 

 

表 12 国土交通省関連の主な国際機関 

団体名 本部 加盟国 業務概要 

経済協力開発機構 

（OECD） 
パリ 34 か国 

①経済成長、②途上国支援、 ③貿易自由化

に貢献するため、経済・社会福祉の向上に

向けた政策を推進。 

国際海事機関 

（IMO） 
ロンドン 171 か国準加盟 3 地域 

船舶の安全及び船舶からの海洋汚染の防止

等、海事問題に関する国際協力を促進。 

国際水路機関 

（IHO） 
モナコ 85 か国 

航海の安全に必要な情報の収集提供に係る

国際基準の策定及び国際協力の推進。 

国際鉄道連合 

（ＵＩＣ） 
パリ 

約 90 ヵ国 200 団体（世界

各国の国鉄、大規模鉄道、

鉄道研究機関等） 

会員相互の協力を推進し世界の鉄道の発展

に貢献。 

国際民間航空機関 

（ICAO） 

モントリオー

ル 
191 か国 

国際民間航空の安全かつ整然たる発達、国

際航空運送業務の健全かつ経済的な運営の

ための各国の協力を推進。 

国連国際防災戦略事

務局 

（UNISDR） 

ジュネーブ ― 

国際防災協力の枠組み構築、調整のための

触媒的役割を果たすとともに、各国の防災

政策実施を支援し、防災に関する国際的な

指針の実施を推進。 

国連人間居住計画 

（国連ハビタット：

UN-Habitat) 

ナイロビ 58 か国 

急激な人口増加・都市化に伴う諸問題を解

決するために、主にアジア・アフリカ地域

における国土政策・地域政策上の事業支援

を行うとともに、国土政策に関する国際的

な指針の策定・実施。 

国連世界観光機関 

（UNWTO） 
マドリッド

158 か国、準加盟国：6 地

域、賛助加盟員：400 以上

開発と環境の持続可能性を含めた経済成長

の牽引役としての観光を促進。 

世界気象機関 

（WNO） 
ジュネーブ 185 か国、6 地域 

世界の気象業務の調和と統一のとれた推進

に必要な企画・調整活動を実施。 
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表 13 国土交通省関連の主な国際会議 

会議名 参加国・地域数 会議概要 

国際交通大臣会議 

（ＩＴＦ） 
57 か国 

各国の交通担当大臣、交通関連企業の CEO、学識経験者等が集まり、

世界全体にとって戦略的に重要なテーマを取り上げ、交通政策に関する

方向性を打ち出す国際枠組み。年１回開催。 

世界水フォーラム 約 170 か国 
各国の水関係者が一堂に会し、地球上の水問題解決に向けた議論や展

示などが行われる。3 年に 1 回開催。 

ＡＰＥＣ交通大臣会合 21 か国・地域

各国・地域の交通担当大臣が集まり、ＡＰＥＣ域内における運輸分野に関

わる様々な問題について議論を行い、大臣共同声明を発出する。隔年開

催。 

ＡＰＥＣ観光大臣会合 21 か国・地域
各国・地域の観光担当大臣が集まり、ＡＰＥＣ域内の観光交流促進等の

政策課題について議論する会合。隔年開催。 

日ＡＳＥＡＮ交通大臣

会合 
10 か国 

ASEAN 各国の交通大臣が集まり、①地域統合、②地球規模・地域的な

環境問題、③交通セキュリティ、④交通安全向上といった重要課題等に

取り組み、日本と ASEAN の協力関係を強化する。年１回開催。 

世界道路会議 約 40 か国 
各国の交通担当大臣が集まり、道路と道路交通における技術と経験を世

界で共有する。4 年に 1 回開催。 

G7 交通大臣会合 7 か国 
各国の交通担当大臣が集まり、交通分野に関する様々な政策課題につ

いて討議する。2016 年は長野県軽井沢で開催予定。 

 

(２) 国際機関への貢献 

 

各分野の重要な政策課題を議論する国際機関において、我が国の立場を反映さ

せることや、主要国の一員として貢献し、我が国のプレゼンスを確保することは

重要である。 

国土交通省では、国際機関に対する継続的な職員の派遣や、拠出金・分担金の

負担を通じて、各国際機関における重要課題の遂行に貢献している。 

国土交通省から国際機関への職員の派遣状況や、国土交通省が負担する国際機

関への拠出金・分担金の状況は図 23 のとおり。 
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図 23 国土交通省の国際機関への貢献 

（出典：国土交通省調べ） 

 

（３）国際機関・会議の戦略的活用 

 

国際機関・会議はその性格に応じて戦略的に活用し、国際社会において我が国

への評価を高め、リーダーシップを発揮していくため次の項目について取り組ん

でいる。 

 

① 国際ルール作りの主導（国益に適う国際規則） 

国際社会に向けて日本の立場を明確化することで、国際的なルール作り

などで主導的な役割を果たしている。 

下水道に関連する主な国際標準（ISO/TC282 水の再利用） 

○再生水分野では、我が国は膜処理技術に関して高度な技術を保有してい

るものの、海外製品には廉価で粗悪なものもあり、膜処理技術自体の信頼

性の低下、市場の縮小・我が国のシェアの縮小が懸念。 

○膜処理技術に関する信頼性の向上、我が国の優位技術の国際競争力の向

上を図るべく膜処理技術に関して適正な評価、表示を行うこと等を内容と

した国際標準を策定するために、我が国が主導して ISO 専門委員会（TC282）

を立ち上げ、幹事国となっている。 
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② 我が国の政策の国際社会への情報発信 

国際機関は効率の良い情報伝達メディアであり、我が国の政策に関する

情報発信による信頼の獲得は、インフラシステム海外展開等にも有効である。 

ASEM 交通大臣会合 

○2015 年 4 月 29 日及び 30 日、ラトビアのリガにおいて、第 3 回 ASEM 交

通大臣会合が「アジア欧州間のマルチモーダル交通の連結性の発展」をテ

ーマに開催され、我が国から北川国土交通副大臣（当時）他が出席した。

○北川国土交通副大臣からは、シベリア・ランドブリッジなど、我が国が

進めている質の高いマルチモーダル交通を紹介した上で、利用者の声に耳

を傾け、それにより明らかになった課題の解決に向けて政府として取り組

むことが重要である旨の発言を行った。 

 

③ 国際社会の情報の入手 

諸外国との情報交換を通じて国際社会の情報を得ることができる。 

国連水と災害に関する特別会合 

○国連事務総長が主催し、各国の閣僚級、国連の高官が参加するハイレベ

ルな会合である同特別会合においては、水関連災害に関する国際的な意識

の高揚、経験や知見の共有、各国の水関連災害対策を前進させるための国

際社会の取組が議論されている。 

○石井国土交通大臣が本会合へ出席し、我が国がこれまで経験してきた東

日本大震災、数多くの水害などの経験と、そこから得られた教訓に基づく

我が国の水関連災害対策を紹介した。 

○さらに、石井国土交通大臣は、世界の水関連災害対策を強化するため、

世界各国が水関連災害の経験と知見を共有し、相互に学び合う機会を、定

期的に確保することが重要と訴えた。 

 

④ 業務遂行に必要な関係諸外国との連携の確保 

業務遂行に必要な関係国との連絡・連携を確立する。 

北太平洋海上保安フォーラム 

○北太平洋地域の 6 カ国の海上保安機関の長官級及び専門家レベルで会合

を開催。同枠組みの具体的な連携・協力として、漁業共同監視パトロールや

多国間多目的訓練を実施。 
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⑤ 国際的な公益事業への貢献 

国際的な公益性の高い事業に先進国の責務として参画する。我が国も当

該事業の受益者であり、また貢献を通じて我が国に対する信頼を得られる。 

地球地図国際運営委員会（ISCGM） 

○同委員会は世界各国の国家地図作成機関の長、国際機関の代表者などから

なり、原則として年 1回世界の様々な場所で会合を開いている。会合の場で

は、プロジェクト参加、データ整備などを推進するための方策の検討などを

行っている。国土地理院は ISCGM 設立当初から事務局を担当しており、地球

地図プロジェクトの推進について中心的役割を担っている。 
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３．評価 

（１）経済連携に向けた取組 

 

国土交通省は、省庁再編前を含めると、1980～1990 年代にかけての日米経済交

渉や WTO 交渉をはじめ、我が国の対外関係にとって重要な経済連携交渉に取り組

んできた。近年では政府調達やサービス貿易分野の交渉において、国土交通省が

経済連携交渉に関わる場面も多くなってきたが、特に国際統括官が設置されて以

来、国土交通省は TPP 交渉における自動車分野や日 EU・EPA 交渉における鉄道分

野など、肝となる交渉を担う局面も増えている。国際統括官は、国土交通省の所

掌各分野を横断的に統括する役割を担っているが、経済連携交渉においても省の

司令塔機能を発揮し、これまで各局単位では十分包括的に対応しきれなかった分

野を含め、戦略的・継続的に取り組める組織体制を確立してきたと評価できる。

特に、国際統括官に蓄積された経済連携交渉に関するノウハウを活かし、ハイレ

ベルが求められる重要な交渉においては、個別分野であっても、国際統括官や大

臣官房審議官自身が相手国との交渉官役を引き受ける場合も多く、省として統一

的な指針の下で取り組むことのできる運用が行われているところである。 

また、こうした体制の下で、着実に経済連携に関する成果が得られていると評

価できよう。前章で触れたとおり、TPP 交渉の自動車分野においては、国内の安全

基準は引き下げない一方で、我が国が主導している国際基準への調和について協

力していくことが約束された。また、政府調達分野やサービス分野においても、

相手国から、国土交通分野に係る更なる自由化が約束されるなど、経済連携交渉

に関して、国土交通分野における我が国のプレゼンスは高まってきたと言える。 

今後は、これまで取り組んできた実績を踏まえつつ、我が国を取り巻く経済連

携が更に拡大することを見据え、国土交通分野において確実に国益を反映させら

れるよう一層力を入れて取り組んでいくことが求められる。 

 

（２）国際機関・会議の活用 

二国間・多国間の国際会議等の場を活用し、我が国から新たな考え方を提案し、

各国への普及・啓発を図ることは、大変有益な取組である。例えば、安倍総理は

2015 年 5 月に「質の高いインフラパートナーシップ」を提唱したが、この考え方

がアジア各国に普及することで、今後、日本がアジアにおいて、「質の高いイン

フラ投資」を強力に進めることができる。 

国土交通省では、これまで APEC や G7 交通大臣会合等の国際会議や、国連、IMO

等の国際機関での議論、あるいは二国間の閣僚会談等の機会を捉え、我が国の立

場を発信してきた。例えば、APEC 交通大臣会合においては、「質の高い交通」の

概念を打ち出し、より安全で、より環境にやさしく、より利便性の高い交通シス

テムを目指すことを各国に向けて提唱した。 

こうした国土交通省の取組は、世界のスタンダードの確立に向けて、実を結び
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つつあると評価できる。 

国土交通省では、防災の概念自体を広める「防災の主流化」に取り組んでいる。

2015 年 3 月に、仙台で第 3 回国連防災世界会議が開催され、我が国から提案した

「より良い復興（Build Back Better）」等の概念が盛り込まれた「仙台防災枠組

み 2015－2030」（※詳細は（参考）を参照）が、国際的な防災の取組指針として

策定された。また、国連が主導する国際的な共有の開発目標「SDGs（Sustainable 

Development Goals：持続的な開発目標)」についても、積極的な働きかけにより、

防災に関するターゲットが盛り込まれている。 

また、国土交通省から国際機関への職員派遣の取組は、日本からの情報発信を

通じたプレゼンス向上に貢献している。例えば、国土交通省では、OECD との共催

で ASEAN 諸国の政府幹部を招いた都市開発セミナー（「都市開発とグリーン成長

に関する日本・OECD 政策フォーラム」）を 2014 年 10 月に開催したが、この際も

OECD への派遣職員が調整役を担い、共催によるセミナー開催が実現したものであ

る。このように、国際機関への派遣職員は、国土交通省と国際機関の橋渡し役と

して、国際連携を支える重要な役割を担っていると評価できる。 

こうした取組実績を踏まえ、今後も、我が国がプレゼンスを発揮する機会を積

極活用し、国際連携の強化に向けて着実に成果を上げていくことが求められる。 

 

（参考）「仙台防災枠組 2015-2030」の概要 

○今後、世界が優先的に取り組むべき事項として、以下を位置づけ 

①災害リスクの理解 

・災害の経験や教訓の共有による防災の知識の強化 

②災害リスク管理のためのガバナンスの強化 

・防災の主流化を進め、あらゆる分野政策・計画立案等に防災の観点を導入 

③災害リスク削減への投資による強い社会づくり 

・災害に強い社会の構築のための災害予防への投資の必要性を明確化 

・ハード・ソフト対策の最適な組み合わせによる災害リスク削減の実施 

④効果的な応急対応のための事前準備の強化、復旧・復興におけるビルド・バック・

ベター 

・より良い復興（被害軽減につながる復旧・復興）の推進 

○グローバル目標として、以下の 7つを位置づけ 

a)死者数の削減 b)被災者数の削減 c)経済被害の削減 

d)重要インフラへの被害の削減 e)防災戦略を策定した国・自治体数の増加 

f)途上国の取組をサポートするための国際協力の強化 

g)早期警戒システムや災害リスク情報の利用可能性向上と利用促進 

*定量的数値は明記されず。a)、b)については、「2005～2015 年と比較して、2020

～2030 年の 10 万人あたりの死者数・被災者数を削減」とのみ記述。 
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第６章 今後の方針 

 

国際統括官が設置されてから 5年が経過しようとしている。この間、政府全体でインフ

ラシステム海外展開を進めるための経協インフラ戦略会議が設置され、また、安倍総理の

地球儀を俯瞰する外交戦略の下、総理・閣僚による積極的なトップセールスが進められる

など、インフラシステム海外展開は政府を挙げた重要政策へと成長してきた。こうした動

きに連動するように、国土交通省でも政務によるトップセールスは年々増加し、また、株

式会社海外交通・都市開発事業支援機構（JOIN）が発足し、具体的な支援案件が生まれる

など、インフラシステム海外展開に係る取組を強化してきたところである。一方で、国土

交通省の国際業務は、インフラシステム海外展開だけに留まらない。国際協力の分野では、

国土交通省の専門家が技術協力で大きな役割を果たし、国際連携の分野では、2016 年 9

月の G7 交通大臣会合日本開催が決まり、国土交通省が世界でプレゼンスを発揮する新た

な機会が目の前に迫っている。 

国際統括官は、前述のとおり、国土交通省の国際業務を横断的に総括し、総合的・戦略

的な対外関係の構築に当たることを目的として設置された。国土交通省の国際業務の重要

性が高まるにつれ、省全体として統一的な戦略をもって対応することが求められる中、国

際統括官の下にはトップセールスを始めとする重要案件のノウハウが蓄積され、国土交通

省の国際業務の司令塔としての役割を果たしてきている。 

国土交通省は、インフラシステム海外展開をより一層推進していくことが求められてい

ることを踏まえ、2015 年度末に「インフラシステム海外展開行動計画」をとりまとめる。

これは、各部局単位ではなく、省全体としてインフラシステム海外展開をどのように進め

ていくのかを明らかにする具体的なアクションプランである。競合国との間でインフラの

受注競争が熾烈化する中、受注獲得に向けた行動につなげるための具体的な戦略を打ち立

てるものであり、今後はこの行動計画に基づき、より戦略的にインフラシステム海外展開

の取組を進めていく。 

上記の認識を踏まえ、本評価書で取り上げた国土交通省の国際業務に関して、今後取り

組んでいくべき方針を以下に示す。 

 

（１）国際協力 

 

JICA 専門家の派遣、JICA 研修の受け入れ、国際緊急援助隊の派遣は、いずれも

相手国のニーズに沿って成立している取組である。特に、新興国において大きな需

要が存在する交通・社会資本整備のノウハウを持つ国土交通省への期待は大きく、

今後も相手国に寄り添った協力を着実に続けていく。 

また、相手国の社会基盤整備分野のマスタープラン策定や、政府職員への研修に

よる土地収用能力等向上支援の強化を通じて、我が国インフラシステム海外展開の

機会の拡大を図るとともに、「行動計画」に基づき、インフラシステム海外展開の重
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点国を意識した研修員受入等にも積極的に取り組んでいく。 

 

（２）インフラシステム海外展開 

 

「日本再興戦略」及び「インフラシステム輸出戦略」で掲げられた政府全体で

「2020 年に 30 兆円のインフラシステム受注」を目指して、一層取組を強化してい

くことが必要である。 

日本式のインフラシステムの普及という観点では、安倍総理が提唱した「質の高

いインフラパートナーシップ」の考え方を踏まえ、我が国の「質の高いインフラ

投資」を一層推進することが重要である。我が国の「質の高いインフラ」の効果

的な相手国政府への情報発信、JOIN による案件支援、既に多くの日系企業が受注

に成功しているアジアのみならず中央アジアやアフリカ等におけるアピールや、

我が国の「質の高さ」が評価されるような契約方式の普及等の取組を通じて、こ

れを実現していくことが期待される。 

また、2015 年 11 月に決定された円借款手続きの迅速化等や、公的ファイナンス

の活用等による価格競争力の強化により、相手国の多様なニーズに対応すること

で我が国の国際競争力を高めることが期待される。 

このため、「行動計画」に基づき、より効果的なトップセールスをはじめ、戦略

的かつ機動的な取組をより強力に実施していく。 

 

（３）国際連携と情報発信 

 

世界の経済連携は、これまでの二国間の経済連携協定のみならず、多国間等

の枠組で巨大市場を形成する「メガ FTA」が席巻しつつある。TPP 協定が大筋合

意に至ったことで、今後、東アジア地域包括的経済連携（RCEP）やアジア太平洋

自由貿易圏（FTAAP）の構築に向けた動きが加速することも想定される。また、

現在交渉中の日 EU・EPA が締結されれば、世界の GDP の約 3割を占める巨大貿易

圏が、欧州との間で生まれることとなる。日本は世界の GDP の約 4割を占める TPP

に続き、今後もこうした巨大貿易圏に組み込まれることが見込まれる中、国土交

通分野についても、貿易促進等を通じ、我が国の国民や企業にとってプラスの効

果を生み出すものとなるように取り組んでいく。 

また、国際会議の活用の観点では、我が国が議長国となる G7 長野県・軽井沢

交通大臣会合が 2016 年 9 月に開催され、「自動車及び道路に関する最新技術の開

発・普及」及び「交通インフラ整備と老朽化への対応のための基本的戦略」とい

うテーマの下で議論が行われる。国土交通省がホストとして国際会議を成功させ

るとともに、議論を主導することが求められる中、G7 各国と連携を取りつつ、し

っかりと準備に取り組み我が国のプレゼンスを最大限に発揮していく。同時に、

G7 のみならず、APEC や ITF 等の国際会議や国際機関への職員派遣等を通じて、
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これまで着実に培ってきた各国との友好関係を確保しつつ、国際社会に対する発

信機会を活用し、我が国が世界をリードしていくことができるように国土交通省

としてしっかり国際舞台で活動していく。 

 




